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38
差出有効期間
平成23年 6 月
30日まで

（　　　　　）切手を貼らずに
お出しください

（山折り）

下記のとおり封筒を作ってください。
①キリトリ線に沿って切り、中央を山折りにしてください。
②のりしろにのりをつけて貼り合わせてください。
③切手は貼らずにそのままポストへ投函してください。
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料金受取人払郵便
より良いまちづくりへ
あなたの声を
お聞かせください

　

市
で
は
、市
民
と
行
政
が
一
体
と

な
っ
て
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
、市
政
に
関
す
る
ご
意
見
を
い
た

だ
く「
市
長
へ
の
手
紙
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。「
市
長
へ
の
手
紙
」は
日

ご
ろ
市
民
の
皆
さ
ん
が
、市
政
に
つ

い
て
考
え
て
い
る
こ
と
、気
が
つ
い

た
こ
と
な
ど
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
市
政
に
参
加

し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
も
の
で

す
。ぜ
ひ
、市
長
に
お
手
紙
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

　

い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、本
紙
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
お
名
前
は
掲
載
し
ま
せ
ん
。ま
た
、

要
旨
で
の
掲
載
に
な
り
ま
す
。）

　
「
市
長
へ
の
手
紙
」は
、こ
の
ペ
ー

ジ
の
用
紙
を
ご
利
用
い
た
だ
く
か
、

各
支
所
な
ど
に
備
え
付
け
の
様
式

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、返
信
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、お
手
紙
に
は
必
ず
住

所
・
氏
名
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
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　「草津線」や「草津線沿線の観光資源」がイ
メージでき、「草津線沿線に一度訪れてみた
い。」と感じられるようなキャンペーン名称を
募集します。

応募締切／8月7日（金）消印有効
発表、賞／�採用者に直接通知、記念品送付
応募方法／�専用の応募用紙に必要事項を記入

し、郵送、FAX、インターネット等で
応募。

滋賀県交通政策課
☎ 077-528-3684　  077-528-4837
企画政策課
☎ 65-0672　  63-4554

問い合わせ

滋賀県草津線複線化促進期成同盟会
草津線観光誘発

キャンペーン名称募集
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市長への手紙

住　
　

所

氏　

名

電　

話

性　

別

年　

齢

〒

男・女

歳

◎公表してもよい方は下記の「公表してもよい」に
　公表してほしくない方は「公表しないでほしい」に○印を
　つけてください。

内容の公表 公表してもよい ・ 公表しないでほしい

　現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当（所得
制限により支給停止の方も含みます）・父子家
庭等児童育成手当を受給している方は、現況届
（特別児童扶養手当は所得状況届）を提出して
ください。
　この届けは受給資格の有無、前年の所得状況
やお子さんの監護状況を確認するものです。提
出が遅れたり、なかったりすると、8月分以降の
手当の受給が遅れたり受けられなくなること
がありますので忘れずに提出してください。

児童扶養手当	 8月3日㈪〜31日㈪
特別児童扶養手当	 8月11日㈫〜9月10日㈭
父子家庭等児童育成手当	 8月3日㈪〜17日㈪

市民窓口センター、各支所、社会福祉課
※	対象の方には届出用紙を送付していますの
で、ご確認ください。

受付期間

提出をお忘れなく

　　　　　　  社会福祉課　児童家庭支援担当
☎ 65-0705　  63-4085
問い合わせ

児童扶養手当一部支給停止
適用除外届出書について

　現在手当を受給され、5年を経過してい
る方は、個別に通知していますが、現況届時
にも同様の届を提出していただくことにな
ります。同封していますので必ず提出をお
願いします。

提出先

働くお母さんを支援

　母子自立支援員とともにハ
ローワークとのタイアップに
よる細やかな支援です。詳しく
はお問い合わせください。

児童扶養手当現況届・特別児童扶養
手当所得状況届・父子家庭等児童育
成手当現況届


